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連絡先：0748-33-4252 
時　間：9:00～16:45 
             月～金(祝日除く) 
場　所：市役所２階 
対　象：全年齢

○健康推進課

・こどもの健康(身体・こころ) 
　に関する悩み•相談 
　　　　　　　　　　　　　　　　　  など

・障がいがある児童の制度に関する申請•相談 
・障害児通所支援(放課後等デイサービスなど)の申請 
・障害者手帳(療育手帳など)の申請　　   など

連絡先：0748-31-3711 
時　間：9:00～16:45 
             月～金(祝日除く) 
場　所：市役所２階 
対　象：全年齢

○障がい福祉課

※まずはお電話にて相談ください 
※１つの相談機関で解決できないことは、連携して相談にあたります

連絡先：0748-31-3734 
時　間：9:00～16:45 
             月～金(祝日除く) 
場　所：市役所２階 
対　象：18歳まで

○発達支援課

・発達の緩やかさに関する専門的な相談 
・発達課題、発達障害の専門的な相談 
・心理検査の実施や医療機関への紹介　など

○教育相談室(教育研究所)
連絡先：0748-37-8877 
時　間： 9:00～16:30 
              月～木(祝日除く) 
             10:00～17:30 
              金のみ(祝日除く) 
場　所：マナビィ２階 
対　象：中学生まで

・不登校•行きしぶりに関する相談 
・いじめ•対人関係での悩み•相談 
・問題行動に対する悩み•相談　　　　など

・育児やしつけ、子育てに対する悩み•困り事 
・こども虐待や家族、ヤングケアラーの問題 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 など

連絡先：0748-31-4001 
時　間：9:00～16:45 
             月～金(祝日除く) 
場　所：市役所２階 
対　象：18歳まで

○こども家庭センター(子ども家庭相談室)

近江八幡市は持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。
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